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藤島庁舎
羽黒庁舎
櫛引庁舎
朝日庁舎
温海庁舎

〒997‐8601

（メールアドレス）
（ホームページ）
（フェイスブックページ）
（窓口受付時間）

〒999‐7696
〒 997‐0192
〒 997‐0346
〒 997‐0492
〒 999‐7205

《人口と世帯》（平成30年４月30日現在）
　住民基本台帳人口合計：127,751人
　　 （男：61,070人、女：66,681人）
　世帯数：48,858世帯
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山形県鶴岡市馬場町９‐25
☎0235‐25‐2111　FAX 0235‐24‐9071
tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp
http://www.city.tsuruoka.lg.jp
https://www.facebook.com/tsuruokacity
月曜～金曜日（祝日・年末年始除く）
午前８時30分～午後５時15分
市内藤島字笹花25　☎64‐2111
市内羽黒町荒川字前田元89　☎62‐2111
市内上山添字文栄100　☎57‐2111
市内下名川字落合１　☎53‐2111
市内温海戊577‐１　☎43‐2111

市民サポーター
募集中 !!

　荘銀タクト鶴岡のスタッフと一
緒にお客様をおもてなしする「市
民サポーター」を募集します。現
在登録しているのは20代～70代
の方約35人。観客を迎える側に
なって、開館記念事業などに参加
してみませんか？

■対象　研修に参加できる18歳以
上の方（高校生を除く）
■内容　自主事業の有償ボラン
ティア（支給対象外：交通費・研
修参加時間給）。チケットもぎり、
パンフレット配布、客席案内など
（１公演４～６時間程度）。

時間使用は区分使用と併せてお申込みを
　１時間単位での使用（時間使用）は、「午前・午後・
夜間」の区分使用と併せ、先行受付・通常受付の時
点で申込みできるようになります。
　例： 午後区分（午後１時～５時）＋時間使用（午

後５時～８時〈３時間〉）
　※ 時間使用は最長３時間です。３時間を超えると
区分使用となります。

　※ 時間使用のみの申込みはできません。必ず１区
分はお申込みください。

　　区分使用　午前：午前9時～正午　午後：午
　　後１時～５時　夜間：午後６時～10時

申請書の提出をお忘れなく
　電話で空き状況を確認しただけでは申込みが完了
しません。利用調整会議（毎月15日）・電話等での
貸館の予約後７日以内に申請書を提出してください。

大ホール以外の申込み時期が変わります
　小ホール・会議室・練習室の貸出しは、利用日の
属する月の３か月前の１日から、先着順で受け付け
ます（先行受付・通常受付の時期の違いなし）。
　例：９月の利用希望 → ６月１日から
　※ 出演者の控え室等、大ホールと関連する利用は、
大ホールの利用と一緒にお申込みできます。

大ホールの簡易利用は通常料金の半額です
○簡易利用となる場合
　■ 練習利用（本番、リハーサル・ゲネプロ、
本番の準備・撤収を除く）で、舞台・音響・
照明操作を必要としない場合

　■占有のみの場合
○簡易利用で使用可能な設備
　反響板・山台・ピアノ・椅子・譜面台等

申込み状況によって条件が付きます
　大・小ホールの利用があるときは、ほかのホー
ルや部屋の貸出しに条件が付く場合があります。
【例】

利用状況 ほかのホール・部屋の貸出し

Ａ団体が大ホール
を練習利用　

Ｂ団体への小ホール・会議
室・練習室の貸出しは使用
内容を確認・協議して決定

Ａ団体が小ホール
を本番・練習利用

Ｂ団体への会議室・練習室
の貸出しは使用内容を確認・
協議して決定

Ａ団体が大ホール、
Ｂ団体が小ホール
を練習利用

Ｃ団体への貸出しは使用内
容を確認・協議して決定
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問合せ　荘銀タクト鶴岡☎24‐5188

先行受付：市民・市民団体による芸術文化及び公益性の
高い催しの場合（通常受付より約１か月早く受け付け）
通常受付：上記以外の場合

荘銀タクト鶴岡 の使用について

― ７月16日（月）開催「松竹大歌舞伎」チケット好評販売中 ― 


